
 

 

議案第１９号 

 

 

 

 

幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年３月１０日 

 

 

 

（提出者）              

世田谷区教育委員会     

教育長  知久 孝之 

 

 

 

 

（提案説明） 

特別区人事委員会規則の改正に伴い、一部規則を改正する必要が生じたため、本案を提出

する。 
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   幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

 幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則（平成１２年３月世田谷区

教育委員会規則第１２号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第３項中「３月で除した数」を「１２月（次条による場合を除き、その者の

経験年数のうち人事委員会の定める年数を超える経験年数の月数にあっては、１８月 

）で除した数に４を乗じて得た数」に改める。 

 第６条第１項中「あらかじめ人事委員会と協議して」を「別に」に改める。 

   附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則 ○幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則 

平成12年３月31日世教委規則第12号 平成12年３月31日世教委規則第12号 

（新たに職員となった者の号給） （新たに職員となった者の号給） 

第４条 新たに職員となった者の号給は、級に関する規則第４条の規

定により決定された職務の級の号給が別表第２に定める幼稚園教育

職員給料表初任給基準表（以下「初任給基準表」という。）に定めら

れているときは、当該号給とする。この場合において、当該職務の級

の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎

とし、級に関する規則第３条に規定する級別資格基準表（以下「級別

資格基準表」という。）に定める級別資格基準に基づき、その者の属

する職務の級に昇格したものとした場合により得られる号給とす

る。 

第４条 新たに職員となった者の号給は、級に関する規則第４条の規

定により決定された職務の級の号給が別表第２に定める幼稚園教育

職員給料表初任給基準表（以下「初任給基準表」という。）に定めら

れているときは、当該号給とする。この場合において、当該職務の級

の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎

とし、級に関する規則第３条に規定する級別資格基準表（以下「級別

資格基準表」という。）に定める級別資格基準に基づき、その者の属

する職務の級に昇格したものとした場合により得られる号給とす

る。 

２ 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年

数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次項

及び第４項に定めるところにより、あらかじめ特別区人事委員会（以

下「人事委員会」という。）と協議して初任給基準表に定める号給を

調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給

とすることができる。 

２ 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年

数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次項

及び第４項に定めるところにより、あらかじめ特別区人事委員会（以

下「人事委員会」という。）と協議して初任給基準表に定める号給を

調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給

とすることができる。 

３ 新たに職員となった者で次に掲げる経験年数を有するものの号給

は、第１項前段の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を

１２月（次条による場合を除き、その者の経験年数のうち人事委員

会の定める年数を超える経験年数の月数にあっては、１８月）で除

した数に４を乗じて得た数（１未満の端数があるときは、これを切

り捨てた数）を加えて得た数を号数とする号給（当該新たに職員と

なった者が次条に該当するものである場合は、同条の規定により得

た号数を減じて得た数を号数とする号給）とすることができる。 

３ 新たに職員となった者で次に掲げる経験年数を有するものの号給

は、第１項前段の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を

３月で除した数（１未満の端数があるときは、これを切り捨てた数）

を加えて得た数を号数とする号給（当該新たに職員となった者が次

条に該当するものである場合は、同条の規定により得た号数を減じ

て得た数を号数とする号給）とすることができる。 
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改正後 改正前 

(１) 級に関する規則第８条の規定により換算された経験年数。ただ

し、あらかじめ人事委員会と協議して定める場合を除く。 

(１) 級に関する規則第８条の規定により換算された経験年数。ただ

し、あらかじめ人事委員会と協議して定める場合を除く。 

(２) 前号に定めるもののほか、第１項後段の規定により初任給が決

定された者にあっては、級別資格基準表に定める当該職務の級につ

いての必要な経験年数を超える経験年数 

(２) 前号に定めるもののほか、第１項後段の規定により初任給が決

定された者にあっては、級別資格基準表に定める当該職務の級につ

いての必要な経験年数を超える経験年数 

４ 省略 ４ 省略 

（昇格の場合の号給） （昇格の場合の号給） 

第６条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、別に定める

場合を除き、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第

３に定める昇格時対応号給表（以下「昇格時対応号給表」という。）

の昇格後の号給欄に定める号給とする。 

第６条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、あらかじめ

人事委員会と協議して定める場合を除き、昇格した日の前日に受け

ていた号給に対応する別表第３に定める昇格時対応号給表（以下「昇

格時対応号給表」という。）の昇格後の号給欄に定める号給とする。 

２ 職員の退職に伴い昇格させた場合におけるその者の号給は、前項

の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して定める。 

２ 職員の退職に伴い昇格させた場合におけるその者の号給は、前項

の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して定める。 

  附 則（令和８年 月 日世教委規則第 号）  

この規則は、令和８年４月１日から施行する。  
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７特人委給第 902号 

令和８年２月 25 日 

 

世田谷区教育委員会  様 

 

特別区人事委員会        

委員長 松原 忠義     

（公印省略）    

 

 

 

 

幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部改正について（回答） 

 

 

 

 令和８年２月 18 日付７世教職第 942 号により承認申請のあった規則案について、

承認します。 
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